
 

○松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱 

令和４年３月２９日 

告示第１２０号 

改正 令和７年５月２０日告示第３０２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内中小企業等の人材確保を図り、もって市内の中小企業等の事業所に勤務し奨

学金を返還する若者の移住・定住に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松

本市補助金交付規則（昭和３７年規則第１６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、

専修学校の高等課程、特別支援学校高等部、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校

の専門課程をいう。 

⑵ 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金その他市長が認めるものをいう。 

⑶ 中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業

のうち、市内に本社又は本店を有するものをいう。 

⑷ 個人事業主 個人事業主又は法人格を持たない団体のうち、市内に主たる事務所を置くものをいう。 

⑸ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規定する特定非営利活動法

人のうち、市内に主たる事務所を置くものをいう。 

⑹ 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規定する一

般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年

法律第４９号）に規定する公益社団法人及び公益財団法人のうち、市内に主たる事務所を置くものをい

う。 

⑺ 医療法人 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する医療法人のうち、市内に主たる事務所を置

くものをいう。 

⑻ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人のうち、市内に主た

る事務所を置くものをいう。 

⑼ 協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第３に規定する協同組合

等のうち、市内に主たる事務所を置くものをいう。 

⑽ 学校法人 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人のうち、市内に主たる事務

所を置くものをいう。 

⑾ 宗教法人 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する宗教法人のうち、市内に主たる事務

所を置くものをいう。 



 

⑿ 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。 

ア 期間の定めのない雇用であること。 

イ １週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者（短時間労働者及び有期雇用

労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条に規定する通常の労働

者をいう。）と同等の労働契約を締結し、かつ、１週間の所定労働時間が３０時間以上であるこ

と。 

ウ 雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。 

エ 被用者年金及び健康保険に加入していること。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次の全ての要件を

満たす者とする。 

⑴ 令和４年４月１日以降、市内に本社・本店又は主たる事業所を有する中小企業又は次のいずれか

の法人等（以下「中小企業等」という。）に正規雇用されていること。 

 ア 個人事業主 

 イ 特定非営利活動法人 

 ウ 公益法人等 

 エ 医療法人 

 オ 社会福祉法人 

 カ 協同組合等 

 キ 学校法人 

 ク 宗教法人 

⑵ 大学等在学中に奨学金の貸与を受けた者で、自ら奨学金を返還していること。 

⑶ 補助金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が３５歳未満の者であること。 

⑷ 補助金の交付の申請の日（以下「申請日」という。）において、市内に住所を有する者で、５年

以上定住する意思があること。 

⑸ 市税の滞納がないこと。 

⑹ 奨学金返還に関する他の補助金を受けていないこと。 

⑺ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第６

条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率等は、次のとおりとする。 

補助対象経費 補助率等 

申請日の属する年の前年の１月１日から１２月３ 補助対象経費の３分の２以内。ただし、１５万円を



 

１日までの期間において、交付対象者が奨学金を

返還した額 

限度とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助金の交付の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、交付対象者が中小企業

等に就職した日の属する月又は奨学金の返還開始日が属する月のいずれか遅い月から起算して５年

間（６０か月）を上限に、当該奨学金の返還が完了するまでの間とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、１月１日から２月末日まで

の間に松本市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に、次に掲げる書類

を添えて、市長に提出するものとする。 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 在職証明書（様式第２号） 

⑶ 誓約書（様式第３号） 

⑷ 奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し 

⑸ 奨学金の返還実績額を証する書類の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 前条に規定する補助対象期間内に、第３条第１号に規定する要件を満たさなくなったことにより、

補助金の交付を受けることができなくなった者が、新たに同条各号の要件を満たし、交付対象者とな

った場合は、当該補助対象期間の上限から、既に交付を受けた補助金の交付期間を除く残期間につい

て、再度、補助金の交付を申請することができる。 

（交付決定及び額の確定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付決

定及び補助金額の確定をし、松本市奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第

４号）により申請者に通知するものとする。 

（調査等） 

第８条 市長は、補助金の交付決定の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、調査を行い、申

請者に必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第９条 市長は、第７条の規定による通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定又は補助金額の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があると

きは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 



 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の額の確定を受けたとき。 

⑶ その他市長が不適当と認める行為があったとき。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和４年度を申請年度とし、補助金の交付を受けようとするときは、第４条の規定にかかわらず、

令和４年４月１日から同年１２月３１日までの間に返還した奨学金を補助対象経費とする。 

附 則（令和６年１２月１２日告示第７２５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間、

この告示による改正後の松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定による様式とみなす。 

附 則（令和７年５月２０日告示第３０２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間、

この告示による改正後の松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定による様式とみなす。 

 



様式第 1号(第６条関係) 

 

松本市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 

 

                                 年    月    日 

（宛先）松本市長 

                                （〒      －        ） 

                  （申請者）住   所                                

                        氏   名                                  

                        電話番号                                

  

 松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり関係書類を添えて補助金の

交付を申請するとともに実績を報告します。 

就職先 
企業名 

本社・本店の所在地 

就職年月日        年     月     日 

 

奨学金名称 
日本学生支援機構 （     第一種    ・    第二種     ） 

 

その他         （                                        ） 

貸与総額 円 

奨学金返還開始日 年     月     日 

奨学金返還 

終了予定日 
年     月     日 ・ 所得連動方式のため未定 

奨学金返還実績 

（申請日の前年分の

うち、対象期間分） 

                         
 

 

返還月 金 額（円） 返還月 金 額（円） 

１月  ７月  
２月  ８月  
３月  ９月  
４月  １０月  
５月  １１月  
６月  １２月  

返還額合計（※）  

 

交付申請額 

・ 返還額合計（※）×２／３ 

・ 上限１５万円 

・ 1,000円未満は切捨て 

円 

 

 

添付資料 

□ 在職証明書（様式第２号） 

□ 誓約書（様式第３号） 

□ 住民票の写し 

□ 貸与奨学金返還確認票（日本学生支援機構発行）等奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が

確認できる書類の写し 

□ 奨学金返還額証明書等、奨学金の返還実績額を証する書類の写し 

□ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第６条関係） 

在職証明書 

 

被 雇 用 者 

氏 名  

住 所  

就職年月日 年     月     日  

雇 用 形 態 正規雇用（労働契約を締結し、かつ、所定労働時間が週３０時間以上） 

健 康 保 険 

※ 該当に✔チェック 
□ 加入している      □ 加入していない 

被用者年金 

※ 該当に✔チェック 
□ 加入している      □ 加入していない 

雇 用 保 険 

※ 該当に✔チェック 
□ 加入している      □ 加入していない 

奨学金に関する 

雇用主による補助 

※ 該当に✔チェック 

□ 支給している      □ 支給していない 

※長野県の奨学金返還支援制度導入企業サポート事業を活用した補助も含みます 

備 考  

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

雇 用 主 

年    月    日  

          （〒    －      ） 

 

所在地（本社・本店） 
 

事業所名  
 

代表者名                           
 

電話番号 

※ 以下該当のいずれかに✔チェック 

中小企業 
※ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定

する中小企業者 
□ 該当する 

個人事業主 ※ 個人事業主又は法人格を持たない団体 □ 該当する 

特定非営利 

活動法人 

※ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に規定する特定非

営利活動法人 
□ 該当する 

公益法人等 

※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８
号）に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する

公益社団法人及び公益財団法人 

□ 該当する 

医療法人 ※ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する医療法人 □ 該当する 

社会福祉法人 ※ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人 □ 該当する 

協同組合等 
※ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第

３に規定する協同組合等 
□ 該当する 

学校法人 ※ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人 □ 該当する 

宗教法人 ※ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する宗教法人 □ 該当する 

□ 上記いずれにも該当しない 



様式第３号（第６条関係） 

 

 

誓 約 書 

 

 

松本市奨学金返還支援事業補助金の交付申請に当たり、下記の事項について誓約します。  

 

 

記 

 

 

１ 申請日において、市内に住所を有し、５年以上定住する意思があります。 

 

２ 松本市税に滞納はありません。 

同意する場合は、太枠内に✔チェックを記入 チェック欄 

 本補助金の交付審査及び適正な執行のため、松本市が私の市税納付状況を確

認することに同意します。 

※ 同意しない場合は松本市税の滞納がないことを証明する書類（発行日から３

か月以内のもの）の添付が必要 

 

 

３ 奨学金返還に関する他の補助金を受給していません。 

 

４ 暴力団員ではなく、又は暴力団員と密接な関係を持っていません。 

 

５ 申請内容に虚偽又は不正があった場合、速やかに本補助金を返還します。 

 

 

                          【署名欄】            年      月      日 

申請者 
                                          

 

                              住 所                                 

 

                              氏 名                                       

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

松本市奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書 

 

指令第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

松本市長          印 

 

 

 松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、以下のとおり補助金の交付を

決定し、確定しましたのでお知らせします。 

 

 

 

交付決定額（確定額）               円 

 

 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

 


